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厚生労働大臣 田村憲久 様 

緊急事態宣言再発令に合わせた雇用調整助成金、休業支援金・給付金の延長等、 

労働者の所得補償制度の拡充等を求める要望書 

会派 厚生労働部会 

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している中、厚生労働省の皆さんが連日連夜、国民の命、

暮らし、雇用を守るためにご奮闘いただいていることに深く敬意を表します。 

今般、１都３県において、また、明日には 2 府 1 県に緊急事態宣言が再発令されることにより、

さらに多くの事業者で経営が困難になり、労働者の休業や解雇・雇い止めが増大することが危惧さ

れます。現状において、雇用調整助成金の特例措置や休業支援金・給付金の適用期間が 2 月末まで

とされていますが、雇用の維持と、失業・休業させられた労働者の生活支援のためには、直ちにこれ

らを含む各種支援施策の期間延長を決定・公表し、事業者や労働者の安心を守る断固たる姿勢を示

すことが必要です。 

以上の課題認識に基づき、以下の措置を要望いたしますので、貴職におかれては速やかに決定・公

表して頂くよう強く要請致します。 

要望事項 

１． 雇用調整助成金の特例措置について、すでに 2月末以降の特例措置の縮小を見込み労働者を解

雇/雇い止め予告する動きが出ており、今後それが加速する恐れがあるため、現行のままの特

例措置を少なくとも４月末まで延長することを直ちに決定し、周知を徹底すること。 

２． 休業支援金・給付金についても、現在の 2月末までとされている制度を雇用調整助成金と同様

に、少なくとも４月末までの延長を行うこと。併せて、現在、申請期限が 2021 年１月末まで

とされている 2020年 4月から 9月の休業分について、申請期限を３月末までに延長すること。 

３． 休業支援金・給付金について、労働者が雇用されている企業の規模要件を緩和し、少なくとも

従業員 500人未満の大企業の労働者を支給対象とすること。また、厚生労働省から休業手当の

支給を文書にて要請している大企業については、当該企業の対応状況を速やかに把握し、要請

に対応していない場合は、企業名の公表を行うとともに、休業手当を支給されない当該企業の

労働者、特にシフト制や日々雇用の労働者など（例：ホテル配ぜん人等）の非正規労働者は、

休業支援金・給付金の対象とすること。 

４． 雇用保険の基本手当（いわゆる通常の失業給付）について、賃金日額の算定期間から新型コロ

ナ感染拡大の影響による賃金減少期間を除外するとともに、給付額の支給割合を臨時的に引上

げ、所定給付日数の緊急事態宣言の発令に合わせた延長を行うこと。 

５． 店舗の休業/廃業などにより解雇/雇い止めされながら、雇用保険給付の対象とならない非正規

労働者（大企業等において日々雇用で働いていた労働者や休業支援金・給付金の支給要件に合

致しない労働者、新たな派遣先が手当てされない登録型派遣労働者や自己都合退職を余儀なく

されたシフト勤務労働者など）にも減収補償のため、休業支援金・給付金の要件緩和による対

象拡大等を通じ、雇用の継続を前提としない給付を行えるようにすること。 

６． 求職者支援制度について、本年１月から政令で定める月までの期間、職業訓練受講給付金の受

給を申請/受給（継続者を含む）する者について、受給要件の緩和、給付金額の大幅な引き上げ

（本人や世帯の月収を考慮した給付金の追加給付）、寄宿手当や通所手当の給付額の増額（実

費支給など）を行うとともに、オンライン受講の場合の通信費など受講に必要な費用の手当て

などを行うこと。 

７． 生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付（延長貸付を含む）につい

て、特例の適用期間をさらに延長するとともに、すでに上限まで貸付を受け、なお生活再建が

困難な方々が引き続き特例貸付を利用できるよう、月数上限の延長を行うとともに、償還免除

の対象拡大を行うこと。併せて、住居確保給付金についても、支給対象期間の延長を行うとと

もに、支給額の拡充を行うこと。 

８． 菅総理は１月８日のテレビ番組で、「パート、非正規含めて雇用調整助成金は、しっかりやら

させてもらいたい」と約束された。そうであれば、助成率 100%にしてもなお雇用調整助成金を

支払わない大企業が出た場合は、菅総理の責任において必ず支払わせて頂くか、そうでなけれ

ば国が代わって休業支援金の支給を実行していただきたい。 

以上 


